
入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本案件に係る落札及び契約締結は、当該案件に係る令和８年度予算が成立し、予算示達がなされること

を条件とします。

令和８年３月２日

分任支出負担行為担当官

下北森林管理署長 成田 敏

１．競争に付する事項

 物品の購入

入札番号 第１号 砕石購入（大間・風間浦・佐井地区１回目）

     第２号 砕石購入（大畑地区１回目）

     第３号 砕石購入（川内・脇野沢地区１回目）

     第４号 砕石購入（むつ・東通・老部地区１回目）

               

（１）調達品の品名、契約内容・品質規格、数量等

  

入札番号 物  件  名 品目 品質規格 予定数量

１ 砕石購入（大間・風間浦・佐井地区１回目） 砕石 （80～0mm） 444m3

２ 砕石購入（大畑地区１回目） 砕石 （80～0mm） 825m3

３ 砕石購入（川内・脇野沢地区１回目） 砕石 （80～0mm） 1056m3

４ 砕石購入（むつ・東通・老部地区１回目） 砕石 （80～0mm） 925m3

（２）契約日

   落札決定後 7 日以内

（３）納入期限

   令和８年 12 月 16 日

（４）納入場所

   下北森林管理署管内林道

   （詳細は別紙 物件内訳書のとおり。ただし、記載する路線は公告時点の予定であるため、契約後に路線

   を追加する、又は路線ごとの予定数量及び運搬距離を変更する場合がある。）

（５）入札方法

   本件の入札は、電子調達システムにより行う。

   なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参

加することができる。紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載するこ
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と。

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額（当該

金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の

100 に相当する金額を入札書に記載すること。なお、契約は、落札価格に基づく単価契約とするので、入

札書と同様に入札内訳書に単価及び金額を記載し、金額の計は入札書の金額と一致させる。

２．競争参加資格

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被補佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別な理由がある場合に該当する。

（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。

（３）令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」、「東北地域」に登録さ

れ、 入札物件名に合致する営業品目の競争参加資格を有する者であること。

（４）契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停

止を受けている期間中でないこと。

（５）その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者で  

あること。

（６）農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について（平成 20 年 3 月 31 日付け 19 東経第 178 号局長

通知）に基づき、警察当局から当局長（署長、支署長含む。）に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建

設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注事業等からの排除要請があり、当該状態が継続してい

るものでないこと。

（７）発注者の指定する方法で入札説明資料の交付を受けていること。

３．入札・開札の場所及び日時

（１）本件の入札は、電子調達システムにより行う。

  なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加す 

ることができる。

 （ア）電子調達システムにより参加する場合

    令和８年４月 23 日（木） ９時 00 分から

    令和８年４月 24 日（金） ９時 00 分まで

 （イ）紙入札方式により参加する場合

    令和８年４月 24 日（金） ８時 45 分～９時 00 分まで

    郵便入札を認めることとする。郵便入札による場合は、「入札説明書」に記載の方法で、令和８年４月   

23 日（木）17 時 00 分まで必着のこと（書留郵便に限る）。入札書の日付は「令和８年４月 24 日（金）」

とする。

    ただし、再度の入札を行う場合は引き続いて行うので、郵便により参加した者は再度の入札には参加で   

きない。

    提出場所 〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目４番６号

         下北森林管理署 総務グループ 電話（IP）050-3160-5885



 (２)開札の日時及び場所 

    令和８年４月 24 日（金）９時 00 分 下北森林管理署 １階入札室 

 

４．入札説明資料の交付期間、場所及び方法 

 （１）交付期間 

  公告日より令和８年４月 21 日（火）まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。） 

  ９時 00 分から 17 時 00 分（ただし、12 時 00 分から 13 時 00 分を除く。） 

  (２)交付場所 

  上記３（１）の提出場所 

  (３)交付方法 

  入札説明資料は電子調達システムからダウンロードすること。 

 紙入札方式により入札に参加する場合は、上記３（１）の提出場所において入札説明資料の交付を受けなけれ

ばならない。 

 

５．証明書類の提出期間、場所及び方法 

(１)提出書類 

   この一般競争に参加を希望する者は、上記２（３）の資格を有することを証明した書類（「資格審査結果  

通知書（全省庁統一資格）」の写しを下記により提出しなければならない。 

(２)提出期間 

  令和８年４月 21 日（火）17 時 00 分まで（提出期限までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除

く毎日）。 

  なお、当該証明書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和８年４月 22 日

（水）17 時 00 分までの間においてそれに応じなければならない。 

(３)提出場所 

上記３（１）の提出場所 

(４)提出方法 

   ア 電子調達システムにより参加する場合 

    電子調達システム上でＰＤＦファイル形式により送信すること。 

ファイル名は物件名及び会社名を記載すること。 

   イ 紙入札方式により参加する場合 

     持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

     なお、持参する場合は、令和８年４月 21 日（火）17 時 00 分までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政

機関の休日を除く毎日、９時 00 分から 17 時 00 分（ただし、12 時 00 分から 13 時 00 分を除く） 

 

６．その他 

（１）入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 

   日本語及び日本通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

    免除。 

（３）内訳書の提出 



   入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を提出すること。電子調達システムにより参

加する場合は、電子システム上でＰＤＦファイル形式により提出すること。ファイル名は物件名と会社名を

記載すること。内訳書の様式は任意であるが、1m3 あたりの単価、及び総額を明らかにすること。 

    なお、入札の際に内訳書が未提出又は提出された内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書  

の提出業者の入札を無効とすることがある。 

    また、提出された内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある 

（４）入札の無効 

    入札説明書及び競争契約入札心得による。 

（５）落札者の決定方法 

   予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。 

（６）契約書作成の要否 

    要。 

 (７) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中の変更は、原則として行わないものとするが、  

入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することがで   

きるものとする。 

(８) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 

(９) その他 

  詳細は、入札説明書等による。 

 

※本公告に係る物品売買契約における契約約款は、以下よりダウンロードしてください。 

  東北森林管理局物品売買契約約款 

   参考：東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル 

（ http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html ） 

  なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとします

のでご承知おきください。 

 

―お知らせ― 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産

省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実

をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 

詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ 

(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html) 

をご覧下さい。  

 

https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-67.pdf
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html


(別紙）
予定数量 運搬距離

（m3） （km）

1 大間・風間浦・佐井 奥戸川 6 49.1 大間

木田橋 30 46.4 大間

材木沢 24 52.3 大間

上二股沢 6 58.0 大間

易国間 30 36.6 易国間

根戸内 30 33.7 易国間

畑の沢 90 37.7 易国間

釜の沢 12 30.5 易国間

小川目 6 37.8 易国間

冷水沢 6 38.3 易国間

小易国間 36 33.6 易国間

鍵掛 24 35.3 易国間

焼山 12 50.7 佐井

長後川 48 56.2 佐井

磯谷 42 41.7 佐井

原田川 12 49.6 佐井

磯谷左股沢 6 40.9 佐井

茶屋の沢 6 50.5 佐井

堂の上 12 33.1 牛滝（西川内管内含む）

福浦大滝 6 37.5 牛滝

計 444

※運搬距離は最寄りの砕石場からの距離である。

砕石納入先一覧表

入札番号 地区名 予 定 路 線 名 森林事務所名



(別紙）
予定数量 運搬距離

（m3） （km）

砕石納入先一覧表

入札番号 地区名 予 定 路 線 名 森林事務所名

2 大畑 佐藤ヶ平 120 14.1 大畑

小目名沢 190 10.7 大畑

薬研 15 4.4 大畑

うぐい滝 20 1.4 大畑

左股（大畑） 10 15.7 大畑

朝比奈 15 9.7 大畑

曽古部 30 5.1 大畑

イタコ沢 5 8.1 大畑

鍋滝 120 16.0 赤滝

上犹川 20 16.0 赤滝

相の股 15 16.3 赤滝

重兵衛 20 17.9 赤滝

長次郎 120 16.2 赤滝

三太郎 10 10.0 赤滝

仁部沢 10 14.2 赤滝

右股沢 10 18.2 赤滝

弥一郎 5 12.4 薬研

赤滝 50 5.1 薬研

二階滝 5 6.4 薬研

右エ門四郎 5 12.0 薬研

樋の沢 15 12.0 薬研

近藤川 5 9.3 薬研

深沢 5 8.6 薬研

鳥ノ沢 5 6.0 薬研

計 825

※運搬距離は最寄りの砕石場からの距離である。



(別紙）
予定数量 運搬距離

（m3） （km）

砕石納入先一覧表

入札番号 地区名 予 定 路 線 名 森林事務所名

3 川内・脇野沢 八木沢 6 9.1 東川内

和白 48 14.1 東川内

小倉平 6 8.2 東川内

ヤケンノ沢 6 7.4 東川内

下戸ヶ渕 6 12.8 東川内

鍵掛沢 6 10.3 東川内

上二股沢 6 11.4 東川内

高野川 12 11.2 東川内

川内幹線 84 32.0 西川内

新三郎 30 31.0 西川内

福浦 6 28.9 西川内　

ドビヤ 24 20.2 西川内

左股（川内） 30 30.9 西川内

長助 12 29.7 西川内

名由 6 15.2 西川内

貫通 6 27.5 西川内

半太郎 6 27.3 西川内

新九郎 18 20.2 西川内

荒川 6 19.7 西川内

三ツ家戸 6 28.5 西川内

四ツ家戸沢 30 29.9 西川内

矢櫃 150 20.8 西川内

オチケ沢 18 18.1 西川内

新九郎林道支線 24 21.5 西川内

湯の川 18 19.5 湯の川

三九郎 6 23.8 湯の川

砥石 6 23.5 湯の川

蛎崎 90 11.2 蛎崎

宿野部 30 7.1 宿野部

桧川 180 6.5 宿野部

金八沢 42 8.3 宿野部

田の沢 48 8.2 宿野部

東股 30 8.9 宿野部

面木沢 24 22.9 脇野沢

瀬野沢 12 18.0 脇野沢

細間 6 20.2 脇野沢

口広 12 14.6 脇野沢

計 1,056

※運搬距離は最寄りの砕石場からの距離である。



(別紙）
予定数量 運搬距離

（m3） （km）

砕石納入先一覧表

入札番号 地区名 予 定 路 線 名 森林事務所名

4 むつ・東通・老部 小川目 10 17.3 田名部

角違 220 18.9 田名部

目名 10 23.1 田名部

二股 5 31.8 田名部

杉沢 25 20.2 田名部

一里越 5 21.5 田名部

小荒川 25 29.4 田名部

堂ノ沢 50 24.2 田名部

二又沢 35 19.0 田名部

一里越支線 5 23.0 田名部

ドヘヤ沢 5 16.1 田名部

イクリン沢 5 17.3 田名部

落野沢 5 32.2 田名部

中川目 10 17.0 田名部

正津川（むつ） 25 29.3 出戸

伊勢川 10 18.4 出戸

大宮沢 10 19.8 出戸

金沢 5 20.1 出戸

大作沢 30 21.6 東通

アオベラ 15 24.2 東通

大峠 30 19.1 東通

袰部 15 5.4 東通

近川 150 32.6 老部

老部川 30 31.0 老部

大平滝 5 26.5 老部

スモモ沢 20 29.1 老部

釜の沢 30 36.9 老部

下ソコベ沢 10 31.9 老部

セノヤマ 10 29.9 老部

ニトヤ沢 30 35.5 老部

上ソコベ沢 15 38.1 老部

小田野沢 20 20.6 老部

渡場沢 5 27.5 老部

向ナベ川 5 31.3 老部

小沼沢 5 31.9 老部

境川 20 37.0 老部

中ノ股沢 10 30.7 老部

畑沢野 5 35.9 老部

計 925

※運搬距離は最寄りの砕石場からの距離である。


